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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷ヘッドと、
　前記印刷ヘッドから排出されるインクを貯留する廃液タンクと、
　前記廃液タンクにインクを排出する排出チューブと、
　前記廃液タンクに配置される液体吸収部材と、を備え、
　前記液体吸収部材は、
　　複数の仕切部材を接合することにより、前記仕切部材の間に複数のセルが設けられる
接合体と、
　　前記セルに充填されると共に、液体を吸収して保持する複数の液体保持部材と、を有
し、
　前記仕切部材は、付着した液体を拡散させつつ流通させる多数の拡散経路を構成し、
　前記仕切部材は、高さ方向とは交差する方向において、前記排出チューブが設けられる
側から離れる向きに密度が高くなる、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプリンターであって、
　前記複数のセルは、高さ方向とは交差する方向に向けてピッチが小さくなり、
　前記排出チューブは、前記セルの前記ピッチが大きい側に設けられる、
　ことを特徴とするプリンター。
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【請求項３】
　請求項１または２に記載のプリンターであって、
　一の方向に前記複数のセルが配列され、前記一の方向に向けて、前記セルに充填された
前記液体保持材の密度が高くなる、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項４】
　請求項３に記載のプリンターであって、
　前記一の方向は高さ方向とは交差する方向である、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項５】
　請求項１に記載のプリンターであって、
　一つの前記セルに充填された前記液体保持材の密度は、他の前記セルに充填された前記
液体保持材の密度と異なる、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項６】
　請求項１に記載のプリンターであって、
　前記複数の仕切部材は、所定の方向に沿って凹凸を繰り返し延伸する第１の仕切部材と
、所定の方向に沿って凹凸を繰り返し延伸する第２の仕切部材と、を有する、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項７】
　請求項６に記載のプリンターであって、
　前記第１の仕切部材と前記第２の仕切部材とは積層されている、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項８】
　請求項７に記載のプリンターであって、
　前記第１の仕切部材と前記第２の仕切部材との間に、平面の第３の仕切部材が配置され
ている、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項９】
　請求項６に記載のプリンターであって、
　前記第１の仕切部材の凹凸を繰り返す方向は、前記第２の仕切部材の凹凸を繰り返す方
向と異なる、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項１０】
　請求項１に記載のプリンターであって、
　前記液体吸収部材は、前記排出チューブから離れる一の方向に向けて、前記一の方向に
配列した前記複数のセルに充填された前記液体保持材の密度が高くなる、
　ことを特徴とするプリンター。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプリンターであって、
　前記排出チューブは、前記液体吸収部材の密度の低い領域に設けられる、
　ことを特徴とするプリンター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体吸収部材を備えるプリンターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、プリンターには、たとえば印刷ヘッドから排出されるインクを貯留する廃液
タンクが設けられている。この廃液タンクの内部には、インクを保持する液体吸収部材を
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備えるタイプのものが多く存在する。このような液体吸収部材としては、たとえば特許文
献１や特許文献２に開示されているものがある。これらのうち、特許文献１には、合成繊
維シートを層状に積層して構成される液体吸収部材が開示されていて、特許文献２には、
基材シートよりも低密度な多孔質部材を嵌装した液体吸収部材が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１３５７９７号公報
【特許文献２】特開２００８－２１３４６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年のプリンターの中には、顔料系インクを用いるタイプが存在する。この
顔料系インクは、染料を使用した染料系インクと比較すると、液体吸収部材に対する浸透
性および拡散性が劣るのが通常である。そのため、顔料系インクが液体吸収部材の表面に
付着する場合、付着した顔料系インクの中には、内部に浸透せずに表面に付着したままの
状態を保つものが生じる場合があり、その場合、顔料系インクが液体吸収部材の表面で固
化し、インクの拡散を阻害してしまう、という問題が発生することがある。
【０００５】
　また、液体吸収部材の内部においても、当該液体吸収部材が保持する顔料系インクが固
化し、それによってインクの拡散が阻害される、という問題が発生することもある。しか
しながら、このような顔料系インクの浸透性および拡散性を確保することは、上述した特
許文献１および特許文献２に開示の技術を参照しても、困難となっている。
【０００６】
　本発明は上述のような課題を解決するためになされたもので、顔料系インクの浸透性及
び拡散性を確保することが可能な液体吸収部材および液体吸収部材を備えるプリンターを
提供しよう、とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、液体を吸収する液体吸収部材であって、複数の
仕切部材を接合することにより構成され、隣り合う仕切部材の間にセルが設けられる接合
体と、セルに充填されると共に液体を保持する液体保持材と、を具備し、接合体には、複
数の仕切部材によって付着した液体を拡散させつつ流通させる多数の拡散経路が構成され
、仕切部材は、液体保持材よりも、密度が小さく設けられている、ものである。
【０００８】
　このように構成する場合には、接合体には、仕切部材によって付着した液体を拡散させ
つつ流通させる拡散経路が構成されている。また、仕切部材は、液体保持材よりも密度が
小さく設けられている。そのため、仕切部材に付着した液体は、この仕切部材に良好に浸
透し、さらに液体吸収部材の全体に亘るように拡散させることが可能となる。それにより
、液体が液体吸収部材に付着しても、その液体の中には浸透および拡散せずに特定の箇所
に液体が留まったままのものが生じ、当該留まっている液体が固化し、さらに浸透性およ
び拡散性が悪化する、といった不具合が生じるのを低減させることが可能となる。
【０００９】
　特に、液体が顔料系インクである場合、顔料系インクは染料系インクよりも浸透性およ
び拡散性で劣り、その顔料系インクの中には液体吸収部材の表面に付着して、固化してし
まうものがある。しかしながら、上述のように、接合体は仕切部材から構成され、液体保
持材よりも密度の低い仕切部材によって拡散経路が構成される場合には、仕切部材に対す
る顔料系インクの浸透性および拡散性を良好にすることが可能となり、顔料系インクが付
着した箇所に留まって固化してしまい、さらに浸透性および拡散性が悪化するのを防ぐこ
とが可能となる。
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【００１０】
　また、本発明の他の側面は、上述の発明において、液体保持材は、仕切部材に対する位
置が異なることにより密度が異なる、ことが好ましい。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、一つの前記セルに充填された前記液体
保持材の密度は、他の前記セルに充填された前記液体保持材の密度と異なることを特徴と
する。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、一の方向に前記複数のセルが配列され
、前記一の方向に向けて、前記セルに充填された前記液体保持材の密度が高くなることを
特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、一の方向が高さ方向とは交差する方向
であることを特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、一つの前記セルの大きさは、他の前記
セルの大きさと異なることを特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、一の方向に前記複数のセルが配列され
、前記一の方向に向けて、前記セル大きさが大きくなることを特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、前記複数の仕切部材は、所定の方向に
沿って凹凸を繰り返し延伸する第１の仕切部材と、所定の方向に沿って凹凸を繰り返し延
伸する第２の仕切部材とを有することを特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、前記第１の仕切部材と前記第２の仕切
部材は積層されていることを特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、前記第１の仕切部材と前記第２の仕切
部材との間に、平面の第３の仕切部材が配置されていることを特徴とする。
また、本発明の他の側面は、上述の発明において、前記第１の前記仕切部材の凹凸を繰り
返す方向は、前記第２の仕切部材の凹凸を繰り返す方向と異なることを特徴とする。

【００１１】
　このように構成する場合には、液体保持材の密度が均一ではなく、仕切部材に対する位
置が異なる場合には、密度が異なるものとなる。そのため、液体保持材の位置に応じて、
液体の保持力に差異を生じさせることが可能となり、比較的早く液体が飽和して液体保持
材の他の部分に液体を受け渡す部分と、液体が飽和し難く受け渡された液体を多く保持す
る部分とを設けることができる。そして、かかる密度の差異により、液体吸収部材の全体
に亘って液体を行き渡らせることが可能となる。
【００１２】
　さらに、本発明の他の側面は、上述の発明において、液体保持材の少なくとも一部の領
域の外縁の密度は、その他の部分よりも大きく設けられている、ことが好ましい。
【００１３】
　このように構成する場合には、液体保持材のうち他の部分よりも密度が大きく設けられ
ている外縁においては、毛細管力が大きく作用して、液体を多く保持することが可能とな
る。そのため、液体を外縁側に向かうように、拡散させることが可能となり、液体吸収部
材の全体に亘り、液体を行き渡らせることが可能となる。
【００１４】
　また、本発明の他の側面は、上述の発明において、複数の仕切部材のうちの第１の仕切
部材は、所定の進行方向に沿って接離を繰り返しつつ当該所定の進行方向に沿う平面に平
行に延伸していて、複数の仕切部材のうちの第２の仕切部材は、所定の進行方向とは直交
する直交方向に沿って接離を繰り返しつつ所定の進行方向に沿う平面に平行に延伸してい
て、第１の仕切部材が構成要素となるセルに充填される液体保持材の長手方向と、第２の
仕切部材が構成要素となるセルに充填される液体保持材の長手方向とは、直交して設けら
れている、ことが好ましい。
【００１５】
　このように構成する場合には、第１の仕切部材が構成要素となるセルに充填される液体
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保持材の長手方向と、第２の仕切部材が構成要素となるセルに充填される液体保持材の長
手方向とは、直交して設けられているため、全てのセルおよび液体保持材が同じ向きに延
伸している場合と比較して、作用する水頭圧を低減することが可能となり、液体吸収部材
が傾いた場合に、液体が漏れるのを抑制することが可能となる。
【００１６】
　さらに、本発明の他の側面は、上述の発明において、セルは、仕切部材に対する位置が
異なることにより、大きさが異なる、ことが好ましい。
【００１７】
　このように構成する場合には、仕切部材に対する位置に応じてセルの大きさが異なるた
め、液体保持材に作用する水頭圧を変化させることが可能となり、液体保持材が保持する
液体の量を変化させることが可能となる。そのため、比較的早く液体が飽和して液体保持
材の他の部分に液体を受け渡す部分と、液体が飽和し難く受け渡された液体を多く保持す
る部分とを設けることができる。そして、かかる保持状態の差異により、液体吸収部材の
全体に亘って液体を行き渡らせることが可能となる。
【００１８】
　また、本発明の他の側面は、上述の各発明に係る液体吸収部材を備えることを特徴とす
るプリンターである。
【００１９】
　このように構成する場合には、接合体には、仕切部材によって付着した液体を拡散させ
つつ流通させる拡散経路が構成されている。また、仕切部材は、液体保持材よりも密度が
小さく設けられている。そのため、仕切部材に付着した液体は、この仕切部材に良好に浸
透し、さらに液体吸収部材の全体に亘るように拡散させることが可能となる。それにより
、液体が液体吸収部材に付着しても、その液体の中には浸透および拡散せずに特定の箇所
に液体が留まったままのものが生じ、当該留まっている液体が固化し、さらに浸透性およ
び拡散性が悪化する、といった不具合が生じるのを低減させることが可能となる。
【００２０】
　特に、液体が顔料系インクである場合、顔料系インクは染料系インクよりも浸透性およ
び拡散性で劣り、その顔料系インクの中には液体吸収部材の表面に付着して、固化してし
まうものがある。しかしながら、上述のように、接合体は仕切部材から構成され、液体保
持材よりも密度の低い仕切部材によって拡散経路が構成される場合には、仕切部材に対す
る顔料系インクの浸透性および拡散性を良好にすることが可能となり、顔料系インクが付
着した箇所に留まって固化してしまい、さらに浸透性および拡散性が悪化するのを防ぐこ
とが可能となる。
　また、本発明の他の側面は、印刷ヘッドと、前記印刷ヘッドから排出されるインクを貯
留する廃液タンクと、前記廃液タンクにインクを排出する排出チューブと、前記廃液タン
クに配置される液体吸収部材と、を備え、前記液体吸収部材は、複数の仕切部材を接合す
ることにより、前記仕切部材の間に複数のセルが設けられる接合体と、前記セルに充填さ
れると共に、液体を吸収して保持する複数の液体保持部材と、を有し、前記仕切部材は、
付着した液体を拡散させつつ流通させる多数の拡散経路を構成し、前記仕切部材は、高さ
方向とは交差する方向において、前記排出チューブが設けられる側から離れる向きに密度
が高くなることを特徴とするプリンターである。
　また、本発明の他の側面は、前記仕切部材は、前記排出チューブが設けられる側から離
れる方向に向けて密度が高くなることを特徴とするプリンターである。
　このような構成にすることで、排出チューブから排出された廃液を効率よく、液体吸収
部材に拡散することができ、液体吸収部材を全体にわたって効率よく利用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施の形態に係る液体吸収部材の構成を示す側断面図である。
【図２】図１の液体吸収部材のうち、接合体の構成を示す斜視図である。
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【図３】各層毎にセルの延伸方向が異なる液体吸収部材を示す斜視図である。
【図４】平板状シート体の嵌め込みによる液体吸収部材を示す斜視図である。
【図５】ハニカム状のセルを有する液体吸収部材を示す側断面図である。
【図６】仕切部材の密度が変化する液体吸収部材を示す側断面図である。
【図７】セルのピッチが変化する液体吸収部材を示す側断面図である。
【図８】他端側のセルの向きが異なる液体吸収部材を示す斜視図である。
【図９】プリンターのキャリッジと廃液タンクの間の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施の形態に係る液体吸収部材１０および液体吸収部材１０を備える
プリンター３０について、図面を参照しながら説明する。
【００２３】
＜１．液体吸収部材１０の構成について＞
　図１は、液体吸収部材１０Ａ構成を示す側断面図である。また、図２は、液体吸収部材
１０Ａのうち接合体２０Ａの構成を示す斜視図である。液体吸収部材１０Ａは、接合体２
０Ａと、液体保持材２２とを有している。これらのうち、接合体２０Ａは、仕切部材２１
を接合することにより構成されている。仕切部材２１は、液体吸収部材１０Ａの骨格とし
ても機能する部分である。この仕切部材２１は、インク（請求項でいう液体の一例に対応
）を拡散させつつ流通させる機能を備えている。すなわち、仕切部材２１にインクが付着
した場合、そのインクは、仕切部材２１の内部に入り込んで（浸透して）、この仕切部材
２１の内部をインクが流れることを可能としている。換言すると、液体保持材２２と比較
すると、仕切部材２１は、インクが浸透して流れ易くなっている。
【００２４】
　このような仕切部材２１は、図１に示すように、インクを拡散させつつ流通させる拡散
経路として機能する。図１から明らかなように、仕切部材２１は、多数の拡散経路を構成
し、仕切部材２１に付着したインクを、接合体２０Ａ（液体吸収部材１０）の全体に行き
渡らせるように拡散している。なお、図１においては、インクの仕切部材２１における流
れを矢示にて示しているが、インクの流れる向きは、このような矢示に限られるものでは
なく、これとは異なる向きであっても良い。
【００２５】
　なお、仕切部材２１に浸透して流れ易くなるインクには、染料系インクは勿論のこと、
顔料系インクがある。特に顔料系インクは、従来の液体吸収部材に対して浸透せずに、そ
の表面で固化する場合が多々生じている。しかしながら、本実施の形態においては、顔料
系インクは、仕切部材２１に浸透して流れ易いものとなっている。また、一般に、顔料系
インク等のインクは、水等と比較して表面張力が弱く、それにより仕切部材２１の内部で
拡散し易いという性質を有している。そのため、仕切部材２１の内部に入り込んだインク
は、仕切部材２１の内部で良好に拡散することを可能としている。
【００２６】
　また、仕切部材２１は、図１および図２に示すように、シート状の基材に凹凸が存在す
るように折り曲げたもの（凹凸状シート体２１１）であっても良く、平板状のシート体（
平板状シート体２１２）であっても良い。図１および図２に示す構成では、凹凸状シート
体２１１と平板状シート体２１２とが、積層方向（Ｚ方向）に沿って交互に積層されるこ
とにより、接合体２０Ａが構成されている。図１および図２に示す接合体２０Ａにおいて
は、全ての凹凸状シート体２１１は、積層方向（Ｚ方向）に直交する所定の進行方向（Ｘ
方向）に沿って進行すると、その所定の進行方向（Ｘ方向）に対して凹凸（接離）を繰り
返しつつＸＹ平面（請求項でいう進行方向に沿う平面）に平行に延伸している。
【００２７】
　ただし、図３に示すような接合体２０Ｂとしても良い。図３に示す液体吸収部材１０Ｂ
の接合体２０Ｂにおいては、Ｘ方向に沿って凹凸（接離）を繰り返しつつＸＹ平面に平行
に延伸する凹凸状シート体２１１と、Ｘ方向およびＺ方向に直交するＹ方向に沿って凹凸
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（接離）を繰り返しつつＸＹ平面に平行に延伸する凹凸状シート体２１１とが、平板状シ
ート体２１２を挟んで積層方向（Ｚ方向）において隣り合っている。
【００２８】
　なお、以下の説明においては、各態様の液体吸収部材１０Ａ～１０Ｇを特に区別する必
要がない場合およびこれらを総称する場合には、単に液体吸収部材１０と称呼し、接合体
２０Ａ～２０Ｇを特に区別する必要がない場合およびこれらを総称する場合には、単に接
合体２０と称呼する。また、凹凸状シート体２１１，２１１Ａ，２１１Ｇを特に区別する
必要がない場合およびこれらを総称する場合には、単に凹凸状シート体２１１と称呼し、
平板状シート体２１２，２１２Ｃを特に区別する必要がない場合およびこれらを総称する
場合には、単に平板状シート体２１２と称呼する。
【００２９】
　ここで、図１～図３に示す構成では、仕切部材２１に囲まれる部分である小部屋（セル
２３）は、一方向が長手となる長尺形状に設けられている。また、セル２３の長手方向と
直交する方向からセル２３を見ると、当該セル２３の形状または断面形状は、三角形状を
為している。
【００３０】
　また、接合体２０の構成は、図１～図３に限られるものではない。たとえば、図４に示
す液体吸収部材１０Ｃのように、平板状シート体２１２Ｃにスリット２４が形成され、そ
のスリット２４を介して平板状シート体２１２Ｃ同士を嵌め込むことにより、接合体２０
Ｃが構成されるものとしても良い。なお、図４に示す接合体２０Ｃにおいては、平板状シ
ート体２１２Ｃの嵌め込みによって構成されるものの周囲に、スリット２４の存在しない
平板状シート体２１２Ｃを接合するようにしても良い。また、図４に示す接合体２０をさ
らにＺ方向に積層して、より大きな接合体２０Ｃとしても良いが、積層される接合体２０
Ｃの間に、スリット２４の存在しない平板状シート体２１２Ｃを位置させるようにしても
良い。
【００３１】
　また、接合体２０の構成は、図５に示すような構成としても良い。図５に示す液体吸収
部材１０Ｄの構成では、接合体２０Ｄは、ハニカム形状に設けられている。なお、この図
５に示す構成では、２つの凹凸状シート体２１１を接合することにより、六角形状のセル
２３が形成されている。また、図５に示す接合体２０ＤをさらにＺ方向に積層して、より
大きな接合体２０Ｄとしても良い。また、ハニカム形状の接合体２０Ｄを形成する場合、
図５に示すものとは異なり、仕切部材２１を六角筒形状とし、当該六角筒形状の仕切部材
２１を接合することにより形成しても良い。また、仕切部材２１を円筒形状とし、その円
筒形状の仕切部材２１を複数寄せ集めたものを、押し潰すことによって、ハニカム形状を
形成するようにしても良い。
【００３２】
　また、接合体２０の構成は、図１～図５以外の種々の構成を採用することが可能である
。その他の構成としては、セル２３を側面視した場合の形状が、多角形状を為すもの、円
形を為すもの、楕円形状、長円形状、波型形状、その他不規則な形状、およびそれらの組
み合わせとしても良い。また、セル２３を立体視した場合の形状が正多面体を始めとする
多面体形状でも良いが、その他、球面形状、種々の曲面形状、その他不規則な形状、およ
びそれらの組み合わせでも良い。
【００３３】
＜２．液体吸収部材１０の材質について＞
　次に、液体吸収部材１０の材質について説明する。上述のような接合体２０を構成する
仕切部材２１としては、（１）顔料系インクを始めとするインクを浸透させる機能、（２
）入り込んだ顔料系インクを拡散させる機能、（３）液体吸収部材１０の形状を維持する
機能、を備えることが必要である。このような仕切部材２１としては、液体保持材２２よ
りも低密度であり、インクに対して親和性を備える材質であることが好ましい。なお、仕
切部材２１の内部には多数の空隙が存在し、その空隙の存在によって、密度が液体保持材
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２２よりも低い状態が実現されることが好ましい。このような仕切部材２１の材質として
は、セルロース繊維を用いたパルプ材、各種繊維を用いた不織布、樹脂の発泡体であって
インクの浸透性を有するもの、インクの浸透性を有する焼結体等が挙げられる。
【００３４】
　ここで、セルロース繊維を用いたパルプ材としては、たとえば、木材パルプ、リンター
、非木材パルプ、古紙パルプ、レーヨンパルプ、またはこれらの混合物が包含される。ま
た、これらのパルプ材は、機械パルプ、化学パルプのいずれであっても良い。また、各種
繊維を用いた不織布としては、アラミド繊維、ガラス繊維、セルロース繊維、ナイロン繊
維、ビニロン繊維、ポリエステル繊維、ポリオレフィン繊維、レーヨン繊維、熱可塑性樹
脂を不織布状に形成したもの（たとえば、低密度ポリエチレン樹脂、エチレン酢酸ビニル
樹脂、合成ゴム、共重合ポリアミド樹脂、共重合ポリエステル樹脂を不織布状に形成した
もの）、またはこれらの混合物を材質として用いるものが包含される。
【００３５】
　また、樹脂の発泡体であってインクの浸透性を有するものとしては、各種の高分子発泡
体を用いることが可能であるが、発泡体の中でも独立気泡体はインクが浸透しないため、
気泡同士がつながっている連続気泡体であることが必要である。このような連続気泡体と
しては、熱可塑性ポリウレタンの連続気泡体、脱炭酸カルシウム・熱可塑性ポリウレタン
の連続気泡体、脱炭酸カルシウム・ポリオレフィンの連続気泡体、ニトリルゴムスポンジ
、熱可塑性プラスチックに発泡剤を添加した化学発泡・熱可塑性プラスチックの連続気泡
体、ゴムラテックスの機械発泡体ゴムスポンジ、ポリ塩化ビニルペーストの機械発泡体等
が挙げられる。
【００３６】
　また、インクの浸透性を有する焼結体としては、焼結によって形成される多孔質の連続
気泡体があり、たとえば多孔質セラミックスの連続気泡体、多孔質金属の連続気泡体、各
種の樹脂粉末を焼結した連続気泡体等が挙げられる。
【００３７】
　また、上述の接合体２０に存在するセル２３には、液体保持材２２が充填される。液体
保持材２２は、仕切部材２１に浸透し、この仕切部材２１を流れるインクが入り込む部分
であり、入り込んだインクを保持する部分である。このため、液体保持材２２は、インク
を保持する機能を有する必要があり、飽和しない状態においては保持したインクが再び仕
切部材２１に戻らないことが望ましい。このため、本実施の形態では、液体保持材２２は
、仕切部材２１よりも密度が大きく設けられて、浸透した液体に作用する毛細管力が仕切
部材２１よりも大きいことが好ましい。
【００３８】
　ただし、液体保持材２２として、高分子吸収剤を用いるようにしても良いが、その場合
には、液体保持材２２の方が仕切部材２１よりも密度が小さくても良い。
【００３９】
　また、液体保持材２２は、種々の方向から仕切部材２１に対して接触していることが好
ましい。このような接触の場合には、仕切部材２１を流れるインクが液体保持材２２に良
好に入り込むことが可能となる。ただし、液体保持材２２がインクを吸収した後に膨潤す
ることを勘案して、液体保持材２２と仕切部材２１との間に、若干の隙間が存在するよう
にしても良い。
【００４０】
　以上のような液体保持材２２を構成する材質としては、上述したような、仕切部材２１
として用いることが可能な種々の材質のうちのいずれか、またはそれらの組み合わせを用
いることが可能である。ここで、液体保持材２２が有する、インクを保持する機能を勘案
すると、液体保持材２２が上述の材質から構成される場合には、その材質の密度は、仮に
仕切部材２１が同じ材質から構成されるとした場合よりも高くすることが好ましい。また
、仕切部材２１と液体保持材２２とは、同じ材質から構成されていても良いが、両者が同
じ材質の場合には、液体保持材２２の方が仕切部材２１よりも密度が高いことが必要であ
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る。
【００４１】
　また、液体保持材２２を構成する材質としては、上述以外の材質を用いることが可能で
ある。そのような材質としては、吸水性樹脂または高吸水性樹脂が挙げられる。ここで、
吸水性樹脂または高吸水性樹脂としては、でんぷん系のもの（たとえば、でん粉－アクリ
ロニトリルグラフト共重合体、でん粉－アクリル酸グラフト共重合体、でん粉－アクリル
アミドグラフト共重合体等）、セルロース系のもの（たとえば、セルロース－アクリロニ
トリルグラフト共重合体、カルボキシメチルセルロース架橋体等）、その他の多糖類系の
もの（たとえば、ヒアルロン酸等）、ポリビニルアルコール系のもの（たとえば、ポリビ
ニルアルコール架橋体、ポリビニルアルコール吸水ゲル凍結・解凍エラストマー等）、ア
クリル酸系のもの（たとえば、アクリル酸＋ナトリウム・ビニルアルコール共重合体、ポ
リアクリル酸ナトリウム架橋体等）、アクリルアミド系のもの（たとえば、Ｎ－置換アク
リルアミド架橋体等）が挙げられる。
【００４２】
＜３．その他の創意工夫事項＞
　次に、上述した液体吸収部材１０において、上述した以外の創意工夫事項について述べ
る。なお、以下の説明においては、高さ方向をＺ方向として説明するものの、液体吸収部
材１０を設置する向きによっては、高さ方向はＺ方向に限られるものではなく、高さ方向
がＸ方向やＹ方向に沿っていても良い。
【００４３】
（１）大きさの側面での創意工夫事項
　まず、液体吸収部材１０の大きさの側面での創意工夫事項について述べる。従来の液体
吸収部材は、液体保持材２２のみによって構成されている。そのため、従来の液体吸収部
材においては、水頭圧が大きなものとなり、液体吸収部材の体積に対して、保持可能なイ
ンクの体積が小さいものとなっている。
【００４４】
　これに対して、上述したように、本実施の形態における液体吸収部材１０には多数のセ
ル２３が設けられていて、それぞれのセル２３には、液体保持材２２が充填されている。
そのため、それぞれの液体保持材２２に作用する水頭圧は、従来の液体吸収部材よりも大
幅に小さいものとなっている。特に、本実施の形態においては、液体保持材２２の高さ方
向（Ｚ方向）における寸法を小さくすることが、液体吸収部材１０の体積に対する、保持
可能なインクの体積の割合を高めることに寄与する。このような寸法としては、高さ方向
（Ｚ方向）の寸法を５０ｍｍ以下とすることが好ましい。ただし、寸法を小さくし過ぎる
と、セル２３に液体保持材２２を充填する工数が増えてしまい、生産性の悪化等の虞があ
る。そのため、セル２３の高さ方向（Ｚ方向）の寸法は、５ｍｍ以上とすることが好まし
く、１０ｍｍ以上であれば一層好ましく、２５ｍｍ以上であれば更に好ましい。
【００４５】
　また、液体吸収部材１０が傾いた場合においても、インクを保持する機能を備えるため
には、高さ方向（Ｚ方向）と直交する方向（Ｘ方向またはＹ方向）における液体吸収部材
１０の寸法を、上述の高さ方向（Ｚ方向）における寸法と同様とすることが好ましい。た
だし、液体吸収部材１０が傾く事態は、それほどは生じないことを勘案すると、液体吸収
部材１０の寸法のうち、高さ方向（Ｚ方向）と直交する方向（Ｘ方向またはＹ方向）にお
けるそれぞれの寸法は、高さ方向（Ｚ方向）における寸法よりも大きいものとするように
しても良い。
【００４６】
（２）密度の側面での創意工夫事項
　次に、液体吸収部材１０の密度の側面での創意工夫事項について述べる。図６に示すよ
うに、液体吸収部材１０Ｅは、プリンター３０に設けられる廃液タンク３５の内部に設置
されている。ところで、廃液となるインクを廃液タンク３５に排出するインク排出チュー
ブ３４は、廃液タンク３５の一端側に片寄るように配置されるのが通常である。そこで、
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インク排出チューブ３４から排出されるインクが最初に付着する地点から離間する他端側
に向かうにつれて、仕切部材２１の密度が大きくなる接合体２０Ｅとしても良い。このよ
うにすると、仕切部材２１の一端側では、その密度が他端側よりも小さいため、一端側に
付着したインクは、他端側にインクが到達した場合と比較すると、その付着部位では保持
され難くなり、一端側に付着したインクは、より毛細管力の大きな他方側に向かって流れ
ようとする。それにより、仕切部材２１の内部においては、インクを他端側に向かって流
すことが可能となり、インクの拡散性を高めることが可能となっている。
【００４７】
　なお、図６においては、Ｘ方向の一端側にインク排出チューブ３４が片寄るように配置
されているものが示されている。また、仕切部材２１の密度は、インクの付着部位から離
れるにつれて高くなれば良い。そのため、一端側から他端側に向かうにつれて密度が高く
なる場合には限られず、たとえば、仕切部材２１の密度は、インクの付着部位を中心とし
て波紋状に密度が高くなるように形成しても良い。
【００４８】
　また、液体保持材２２の密度も、インクが最初に付着する地点から離間する他端側に向
かうにつれて、大きくなるように構成しても良い。このようにすると、液体保持材２２の
内部に作用する毛細管力は、その一端側よりも他端側の方が大きくなる。そのため、液体
保持材２２の密度を均一とした場合と比較すると、インクは、液体保持材２２の保持力の
弱い一端側よりも、液体保持材２２の保持力の強い他端側に向かって、より流れ易くなる
。そのため、液体吸収部材１０Ｅの全体において、インクの保持性を良好に確保すること
が可能となる。なお、液体保持材２２の密度は、インクの付着部位から離れるにつれて高
くなれば良い。そのため、一端側から他端側に向かうにつれて密度が高くなる場合には限
られず、たとえば、液体保持材２２の密度は、インクの付着部位を中心として波紋状に密
度が高くなるように形成しても良い。
【００４９】
　また、液体保持材２２は、仕切部材２１に対する位置が異なることにより密度が異なる
ように構成することもできる。この場合、密度の差異により、液体吸収部材１０の全体に
亘ってインクを行き渡らせることが可能となる。さらに、本実施の形態においては、液体
保持材２２の少なくとも一部の領域の外縁の密度は、その他の部分よりも大きく設けるよ
うに構成することもできる。この場合、インクを外縁側に向かうように、拡散させること
が可能となり、液体吸収部材１０の全体に亘り、インクを行き渡らせることが可能となる
。
【００５０】
　また、液体保持材２２の密度は、液体吸収部材１０のうち、外縁側から離間する中心側
が最も大きくなるように構成しても良い。この場合には、液体吸収部材１０の中心側にお
いて、最も大きな毛細管力が作用し、当該中心側においてインクを多く保持可能となる。
そのため、液体吸収部材１０の外縁側からインクを漏れ難くすることが可能となる。なお
、液体保持材２２の密度は、液体吸収部材１０のうち、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のいずれ
の方向においても、それらの方向の外縁側から離間する中心側の密度が最も大きくなるよ
うに構成しても良い。しかしながら、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のうちの少なくとも１つの
方向において、それらの方向の外縁側から離間する中心側の密度が最も大きくなるように
構成しても良い。
【００５１】
（３）セル２３の大きさの側面からの創意工夫
　次に、液体吸収部材１０のセル２３の大きさの側面での創意工夫事項について述べる。
それぞれの液体保持材２２に作用する水頭圧は、液体保持材２２の高さ方向（Ｚ方向）に
おける寸法が同じであっても、当該液体保持材２２の体積が小さい方が大きくなる。そこ
で、図７に示す液体吸収部材１０Ｆの接合体２０Ｆのように、インクが最初に付着する地
点から離間する他端側に向かうにつれて、セル２３の体積を小さくするようにしても良い
。
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【００５２】
　図７には、セル２３の寸法（Ｘ方向におけるピッチ）がＸ方向に沿う一端側から他端側
に向かうにつれて、徐々に小さくなるものが示されている。このように構成すると、液体
保持材２２の内部に作用する毛細管力は、その一端側よりも他端側の方が大きくなる。そ
のため、液体保持材２２の密度を均一とした場合と比較すると、インクは、液体保持材２
２の保持力の弱い一端側よりも、液体保持材２２の保持力の強い他端側に向かって、より
流れ易くなる。そのため、液体吸収部材１０の全体において、インクの保持性を良好に確
保することが可能となる。
【００５３】
　なお、上述の図７のものには限られずに、セル２３は、仕切部材２１に対する位置が異
なることにより、大きさが異なるように構成することもできる。この場合、仕切部材２１
に対する位置に応じてセル２３の大きさが異なるため、セル２３の大きさによって水頭圧
が変化し、インクの保持状態に差異が生じる。そして、かかる保持状態の差異により、液
体吸収部材１０の全体に亘ってインクを行き渡らせることが可能となる。
【００５４】
（４）仕切部材２１および液体保持材２２の配置の側面からの創意工夫
　次に、仕切部材２１および液体保持材２２の配置の側面からの創意工夫事項について述
べる。図８に示すように、液体吸収部材１０Ｇの接合体２０Ｇは、Ｘ方向に沿って凹凸（
接離）を繰り返しつつＸＹ平面に平行に延伸する凹凸状シート体２１１Ａ（請求項でいう
第１の仕切部材の一例に対応）と、Ｙ方向に沿って凹凸（接離）を繰り返しつつＸＹ平面
に平行に延伸する凹凸状シート体２１１Ｇ（請求項でいう第２の仕切部材の一例に対応）
と、を有している。それにより、凹凸状シート体２１１Ａが構成要素となるセル２３の延
伸方向と、凹凸状シート体２１１Ａが構成要素となるセル２３の延伸方向とは直交する状
態となり、それぞれのセル２３に充填される液体保持材２２の延伸方向も互いに直交する
状態となる。
【００５５】
　また、凹凸状シート体２１１Ａと比較すると、凹凸状シート体２１１Ｇは、Ｙ方向およ
びＺ方向における寸法は同等であるが、Ｘ方向における寸法が短く設けられている。
【００５６】
　このような液体吸収部材１０Ｇとする場合、インクの拡散の方向が、液体吸収部材１０
Ｅの他端側において異なるものとなる。そのため、インクの拡散性をより高めることが可
能となり、液体吸収部材１０Ｇの全体におけるインクの保持力を高めることが可能となる
。また、接合体２０および液体保持材２２の方向が全て同じである場合には、液体吸収部
材１０が傾いた場合に作用する水頭圧の影響で、インクが漏れる虞がある。しかしながら
、液体吸収部材１０Ｅにおいては、異なる方向に凹凸状シート体２１１Ｇ、セル２３およ
び液体保持材２２が延伸しているため、液体吸収部材１０Ｇが傾いた場合に作用する水頭
圧を低減し、インクが漏れるのを防ぐことが可能となる。
【００５７】
＜４．液体吸収部材１０を具備するプリンター３０について＞
　続いて、上述したような液体吸収部材１０を具備するプリンター３０について説明する
。なお、このプリンター３０の説明においては、上述の液体吸収部材１０が関係する部分
を抜粋して説明するものとする。
【００５８】
　図９は、プリンター３０のうち、液体吸収部材１０が関係する部分の概略構成を示す図
である。プリンター３０は、キャリッジ３１を備えており、このキャリッジ３１には、不
図示のインク貯留部が設けられている。このインク貯留部には、インクカートリッジをキ
ャリッジ３１に搭載可能なタイプ（いわゆるオンキャリッジタイプ）のプリンター３０の
場合には、インクカートリッジが該当する。また、上述のインク貯留部には、インクカー
トリッジをキャリッジ３１に搭載しないタイプ（いわゆるオフキャリッジタイプ）のプリ
ンター３０の場合には、サブタンクが該当する。なお、本実施の形態におけるプリンター
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３０は、少なくとも顔料系インクが貯留されているインクカートリッジを装填可能として
いる。
【００５９】
　キャリッジ３１には、印刷ヘッド３２が取り付けられている。印刷ヘッド３２は、印刷
媒体に向けて、ノズル３２ａからインクを噴射するものである。この印刷ヘッド３２の下
面側には、ノズル形成基板３２ｂが取り付けられていて、ノズル３２ａの開口部分は、こ
のノズル形成基板３２ｂに露出している。
【００６０】
　また、印刷ヘッド３２の非印刷領域付近には、キャップ部材３３が配置されている。キ
ャップ部材３３は、ノズル形成面に当接して、封止空間を形成する部分である。そのため
、キャップ部材３３は、不図示の昇降機構により、上下に昇降させることを可能としてい
る。
【００６１】
　また、キャップ部材３３には、インク排出チューブ３４の一端側が接続されている。イ
ンク排出チューブ３４は、その他端側が廃液タンク３５に接続されている。また、インク
排出チューブ３４の中途部分には、吸引ポンプ３６が設けられている。そのため、吸引ポ
ンプ３６が作動すると、印刷ヘッド３２のノズル３２ａからインクを廃液タンク３５に向
けて排出することが可能となる。なお、この廃液タンク３５には、上述した液体吸収部材
１０が配置されている。
【００６２】
　以上のような構成により、不図示の制御部の制御指令に基づいて吸引ポンプ３６が作動
してノズル３２ａからインクを吸引する場合、または不図示の制御部の制御指令に基づい
てノズル３２ａからインクを噴射するフラッシング動作を行う場合、インク排出チューブ
３４を介してインクが廃液タンク３５に排出される。そして、排出されたインクは、液体
吸収部材１０に付着し、この液体吸収部材１０によって吸収される。
【００６３】
　＜５．本実施の形態における効果＞
　以上のような構成の液体吸収部材１０およびプリンター３０によれば、接合体２０には
、仕切部材２１によって付着した液体を拡散させつつ流通させる拡散経路が構成されてい
る。また、仕切部材２１は、液体保持材２２よりも密度が小さく設けられている。そのた
め、仕切部材２１に付着したインクは、この仕切部材２１に良好に浸透し、さらに液体吸
収部材１０の全体に亘るように拡散させることが可能となる。それにより、インクが液体
吸収部材１０に付着しても、そのインクの中には浸透および拡散せずに特定の箇所にイン
クが留まったままのものが生じ、当該留まっているインクが固化し、さらに浸透性および
拡散性が悪化する、といった不具合が生じるのを低減させることが可能となる。
【００６４】
　特に、インクが顔料系インクである場合、顔料系インクは染料系インクよりも浸透性お
よび拡散性で劣り、その顔料系インクの中には液体吸収部材１０の表面に付着して、固化
してしまうものがある。しかしながら、上述のように、接合体２０は仕切部材２１から構
成され、液体保持材２２よりも密度の低い仕切部材２１によって拡散経路が構成される場
合には、仕切部材２１に対する顔料系インクの浸透性および拡散性を良好にすることが可
能となり、顔料系インクが付着した箇所に留まって固化してしまい、さらに浸透性および
拡散性が悪化するのを防ぐことが可能となる。
【００６５】
　また、本実施の形態においては、液体保持材２２は、仕切部材２１に対する位置が異な
ることにより密度が異なるように構成することもできる。このように構成する場合、液体
保持材２２の位置に応じて、インクの保持力に差異を生じさせることが可能となり、比較
的早くインクが飽和して液体保持材２２の他の部分にインクを受け渡す部分と、インクが
飽和し難く受け渡されたインクを多く保持する部分とを設けることができる。そして、か
かる密度の差異により、液体吸収部材１０の全体に亘ってインクを行き渡らせることが可
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能となる。
【００６６】
　さらに、本実施の形態においては、液体保持材２２の少なくとも一部の領域の外縁の密
度は、その他の部分よりも大きく設けるように構成することもできる。このように構成す
る場合、液体保持材２２のうち他の部分よりも密度が大きく設けられている外縁において
は、毛細管力が大きく作用して、インクを多く保持することが可能となる。そのため、イ
ンクを外縁側に向かうように、拡散させることが可能となり、液体吸収部材１０の全体に
亘り、インクを行き渡らせることが可能となる。
【００６７】
　また、本実施の形態においては、複数の仕切部材２１には、Ｘ方向に沿って凹凸（接離
）を繰り返しつつＸＹ平面に平行に延伸する凹凸状シート体２１１Ａ（請求項でいう第１
の仕切部材の一例に対応）と、Ｙ方向に沿って凹凸（接離）を繰り返しつつＸＹ平面に平
行に延伸する凹凸状シート体２１１Ｇ（請求項でいう第２の仕切部材の一例に対応）と、
が存在するように構成することもできる。このように構成する場合、凹凸状シート体２１
１Ａが構成要素となるセル２３に充填される液体保持材２２の長手方向と、凹凸状シート
体２１１Ｇが構成要素となるセル２３に充填される液体保持材２２の長手方向とは、直交
して設けられているため、全てのセル２３および液体保持材２２が同じ向きに延伸してい
る場合と比較して、作用する水頭圧を低減することが可能となる。そして、液体吸収部材
１０が傾いた場合に、インクが漏れるのを抑制することが可能となる。
【００６８】
　さらに、本実施の形態においては、セル２３は、仕切部材２１に対する位置が異なるこ
とにより、大きさが異なるように構成することもできる。このように構成する場合、仕切
部材２１に対する位置に応じてセル２３の大きさが異なるため、液体保持材２２に作用す
る水頭圧を変化させることが可能となり、液体保持材２２が保持するインクの量を変化さ
せることが可能となる。そのため、比較的早くインクが飽和して液体保持材２２の他の部
分に液体を受け渡す部分と、インクが飽和し難く受け渡されたインクを多く保持する部分
とを設けることができる。そして、かかる保持状態の差異により、液体吸収部材１０の全
体に亘ってインクを行き渡らせることが可能となる。
【００６９】
　＜６．変形例＞
　以上、本発明の一実施の形態について述べたが、本発明は、種々変形可能である。以下
、それについて述べる。
【００７０】
　（６－１）変形例その１
　上述の実施の形態では、仕切部材２１および液体保持材２２の密度について述べている
。しかしながら、密度に代えて、単位体積当たりの気泡または空隙の割合を用いるように
しても良い。この場合、特に比重が異なる材質における気泡または空隙の割合を比較する
ことができる。
【００７１】
　（６－２）変形例その２
　また、上述の実施の形態においては、廃液タンク３５の底面に、グリセリン等の保湿材
を設けるようにしても良い。この場合、保湿材の存在により、インクの固化を抑えること
が可能となり、仕切部材２１の浸透性および拡散性を確保することが可能となる。
【００７２】
　（６－３）変形例その３
　また、上述の実施の形態において、プリンター３０の概念には、インク以外の他の液体
（液体そのものや、機能材料の粒子が液体に分散又は混合されてなる液状体、ゲルのよう
な流動性を有する材質を含む）を噴射したり噴射したりする流体噴射装置を含むようにす
ることもできる。そのようなものとしては、液晶ディスプレイ、ＥＬ（エレクトロルミネ
ッセンス）ディスプレイ及び面発光ディスプレイの製造などに用いられる電極材や色材（
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画素材料）などの材料を分散または溶解のかたちで含む液体を噴射する液状体噴射装置、
バイオチップ製造に用いられる生体有機物を噴射する流体噴射装置、精密ピペットとして
用いられ試料となる液体を噴射する流体噴射装置等がある。
【００７３】
　（６－４）変形例その４
　さらに、本発明のプリンター３０の概念に含まれるものとしては、時計やカメラ等の精
密機械にピンポイントで潤滑油を噴射する流体噴射装置、光通信素子等に用いられる微小
半球レンズ（光学レンズ）などを形成するために紫外線硬化樹脂等の透明樹脂液を基板上
に噴射する流体噴射装置、基板などをエッチングするために酸又はアルカリ等のエッチン
グ液を噴射する流体噴射装置、ゲル（例えば物理ゲル）などの流状体を噴射する流状体噴
射装置等がある。
【符号の説明】
【００７４】
　１０…液体吸収部材、２０，２０Ａ～２０Ｇ…接合体、２１…仕切部材（仕切部材、第
１の仕切部材、第２の仕切部材の一例に対応）、２２…液体保持材、２３…セル、２４…
スリット、３０…プリンター、３１…キャリッジ、３２…印刷ヘッド、３２ａ…ノズル、
３２ｂ…ノズル形成基板、３３…キャップ部材、３４…インク排出チューブ、３５…廃液
タンク、３６…吸引ポンプ、２１１，２１１Ａ，２１１Ｇ…凹凸状シート体、２１２，２
１２Ｃ…平板状シート体

【図１】 【図２】
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